
                        事 務 連 絡 

                        令和７年１2 月２2 日 

 

各都道府県教育委員会指導事務主管課 

各指定都市教育委員会指導事務主管課 

各都道府県私立学校事務担当課  御中 

附属中学校、中等教育学校（前期課程）又は特別支援学校を置く  

各国公立大学法人附属学校事務担当課 

 

 

                                 文部科学省初等中等教育局教育課程課 

 

 

臓器移植に関する普及啓発のための中学生向けパンフレットについて 

 

 

 この度、厚生労働省から、別添のとおり、臓器移植に関する普及啓発のため、令

和７年度の中学２年生（令和８年度の中学３年生）を対象に、パンフレット「いの

ちの贈りもの」を全国の中学校、義務教育学校（後期課程）、中等教育学校（前期

課程）、特別支援学校（中学部）（以下、「中学校等」という。）及び都道府県・

市町村教育委員会に配布するとの連絡がありました。 

 本パンフレットについては、令和８年２月末までに厚生労働省から都道府県・市

町村教育委員会及び域内の中学校等に直接配布されることとなっています。また、

パンフレットの活用方法については、各学校で適宜御判断いただくようお願いいた

します。 

なお、当該パンフレットに係る問合せについては、下記の厚生労働省健康・生活

衛生局難病対策課移植医療対策推進室に直接お問い合わせください。 

 このことについて、各都道府県教育委員会指導事務主管課におかれては、域内の

学校等を設置する市町村教育委員会及び所管の学校等に対して、各指定都市教育委

員会指導事務主管課におかれては、所管の学校等に対して、各都道府県私立学校事

務担当課におかれては、所轄の学校等及び学校法人等に対して、各国公立大学法人

附属学校事務担当課におかれては、その管下の学校等に対して、適切に御周知いた

だくようお願いします。 

 

            

      【本件担当】 

        文部科学省初等中等教育局教育課程課教育課程総括係 

        電話 ０３－５２５３－４１１１（内線２０７３） 

 

      【パンフレットに係る問合せ先】 

     厚生労働省健康・生活衛生局難病対策課移植医療対策推進室 

 電話 ０３－５２５３－１１１１（内線２３６５） 



健生移発 1215 第１号 

令 和 ７ 年 12 月 15 日 

文部科学省初等中等教育局教育課程課長 殿 

  厚生労働省健康・生活衛生局難病対策課 

  移植医療対策推進室長 

（ 公 印 省 略 ） 

臓器移植に関する普及啓発事業について（協力依頼） 

 標記について、臓器の移植に関する法律（平成９年法律第 104 号）に基づき、

移植医療に関する認識と理解を深めていただくことを目的として、平成 16 年度か

ら、中学生向けのパンフレットを作成・配布しております。 

 今年度におきましては、当該パンフレットを各中学校、義務教育学校（後期課

程）、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（中学部）の２年生及び都道府

県・市町村教育委員会へ直接配布することとしておりますので、より一層の御理

解と御協力を賜りますよう、文教関係者等に周知方よろしくお取り計らい願いま

す。 

なお、臓器を提供する意思表示が有効となるのは 15 歳以上であることから、当

該パンフレットは、各中学校等の３年生の授業にてご活用いただきたいと考えて

おります。そのため、各中学校等において次年度の教育課程の検討がなされてい

る時期にご参照いただけるよう、現在の２年生宛てに配布しておりますことを申

し添えます。 

別添

長方形
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